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要約 
 

本稿の目的は、ODA を活用しカンボジアにおける妊産婦検診の受診率向上に向けた妊産

婦検診の受診政策を提言することである。この政策の推進において、ODA を有効活用する

ために NGO と連携し、カンボジアにおいて妊産婦検診の受診支援を実施する。2015 年に

国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)の中に健康に関する目標 3「あらゆる年齢の

すべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」が掲げられている。本稿ではそ

の中のターゲット 3.1「2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を 10 万人当たり 70 人未満

に削減する」に注目する。妊産婦検診の受診支援の対象地域としてカンボジアに焦点を当

てる。カンボジアは東南アジアの中でも特に妊産婦死亡率が高く、母子保健問題の解決が

急務である。そこで妊産婦検診の受診支援をカンボジアで行うことで、SDGs の目標 3 が達

成され、カンボジアの母子保健問題を解決することができる。 

 本稿では政策提言として ODA と NGO の連携による、①すごろくによる妊産婦検診の

情報共有、②妊産婦扶助活動、③スタンプ制度の 3 本の柱を掲げる。妊産婦検診の情報共

有と妊産婦扶助活動によって妊産婦検診の受診率を向上させ、スタンプ制度によって両政

策の活動の参加を促す。これら 3 つが作用することで妊産婦検診の受診率向上を目指す。 

以下、本稿の構成について述べる。  

第 1 章は、「問題意識と現状分析」である。本稿における問題意識は ODA を活用し、ど

のように妊産婦検診の受診率を向上させるかということである。本稿では、まず SDGs の

指標を用いてカンボジアの母子保健の現状を明らかにする。次に、日本の ODA の効率的な

活用の方法として NGO との連携に着目し、現在の日本の ODA・NGO の現状を俯瞰し、

両者の連携方法についてみていく。  

第 2 章は、「先行研究及び本稿の位置づけ」である。本章では妊産婦の保健医療サービ

スの利用に関する研究、妊産婦検診の受診要因に関する研究、母子保健と社会関係資本に

関する研究を紹介する。 

保健医療サービスの利用に関する研究において、Andersen(1995)では基本的な枠組みは

(1)個人の特性、(2)使用可能な資源、(3)必要性の 3 つに分けられる。Matsuoka ら(2010)で

は、カンボジアにおける妊産婦の保健医療サービスの利用の妨げとなる基本的な障壁とし

て①経済的、②物理的、③認知的、④組織的、⑤心理的及び社会文化的制約の 5 つがある

ことがわかった。これら 5 つの制約のうち、①経済的、②物理的、③認知的、④組織的な

制約は、Andersen(1995)の(2)使用可能な資源に、⑤心理的及び社会文化的制約は、(3)必要

性にそれぞれ位置づけられることがわかった。 

妊産婦検診の受診要因に関する研究において、Prusty ら(2015)、Kikuchi ら(2018)、Sagna

ら(2012)の先行研究により、具体的な妊産婦検診の受診要因として(1)個人の特性に①年齢、

②教育水準、③パートナーの教育水準があり、(2)使用可能な資源に①地理的要因、②家計

収入、③出産や妊産婦検診に関する知識、④メディアへの接近性があり、(3)必要性には宗

教の信仰があることがわかった。また、母子保健と社会関係資本に関する研究において、

Andersen(1995)、De Silva ら(2007)より妊産婦検診の受診率向上のためには、社会関係資

本、その中でも特に認知的社会資本を向上させることが重要であることがわかった。 

第 3 章は、「カンボジアの妊産婦検診の受診要因に関する実証分析」である。本章では、

2018 年 9 月にカンボジアのシェムリアップ州の農村で行ったアンケート調査のデータをも

とに、妊産婦検診の受診要因を明らかにしている。そして、①産前検診の 4 回以上の受診、

②出産後 6 週間以内の産後検診の受診についてロジット分析を行った。分析の結果に基づ

き、①産前検診の 4 回以上の受診では譲渡ダミー・情報源の数に注目し、②出産後 6 週間

以内の産後検診の受診では譲渡ダミー・情報源の数に加え、近所の人への信頼度に注目し、
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政策提言を行う。 

第 4 章は、「カンボジアの妊産婦検診の受診率向上のための政策提言」である。私たち

は、ODA と NGO の連携による妊産婦検診の受診支援をカンボジアで行う政策を提言する。

政策提言の 3 本柱として、①すごろくによる妊産婦検診の情報共有、②妊産婦扶助活動、

③スタンプ制度を掲げる。 

それぞれの活動内容は次の通りである。①すごろくによる妊産婦検診の情報共有とは、

すごろくの特性を利用して、地域女性に妊産婦検診についての情報提供を行い、情報共有

や意識改善を推進させることである。②妊産婦扶助活動とは、地域女性らが妊産婦に対し

て扶助を行うことで、妊産婦の家事、農業などの時間的負担を減らして、妊産婦検診の受

診を促すことである。③スタンプ制度とは、ODA を活用し①と②の両政策の活動への参加

率向上のために行うことである。そして、村長や NGO の協力のもとで、地域女性に主体と

なって活動に参加してもらうことで、ODA の拠出や NGO の協力がなくても地域女性が自

発的に妊産婦検診を受診するようになり、妊産婦検診の受診率向上を目指す。 
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はじめに 
  

本稿の目的は ODA を活用し、妊産婦検診の受診率向上に向けた政策を提言することであ

る。この政策の推進において、ODA を有効活用するために NGO と連携し、カンボジアに

おいて妊産婦検診の受診支援を実施する。  

本稿では ODA を効率的に活用するために、NGO との連携に着目する。日本の ODA は

経済・財政状況が厳しくなるとともに減少傾向にあり、効果的な活用が求められる。そこ

で考えられるのが NGO との連携である。NGO は支援地域のニーズに合わせた政策を行う

ことが可能であり、支援をより効果的なものにすることができる。しかし NGO は資金不足

により十分な支援が行えないことも多い。このことから ODA と NGO を連携させることが

必要であるといえる。 

よって ODA を有効活用するために NGO と連携し、カンボジアにおける妊産婦検診の受

診支援を実施する。2015 年に国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)の中に健康に関

する目標 3「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」が掲

げられている。本稿ではその中のターゲット 3.1「2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率

を 10 万人当たり 70 人未満に削減する」に注目する。東南アジアの中でも特にカンボジア

は妊産婦死亡率が高く、母子保健問題の解決が急務である。そこで、カンボジアにおいて

妊産婦検診の受診支援を行うことで、SDGs の目標 3 が達成され、カンボジアの母子保健問

題の解決につながる。 

 本稿では政策提言として、ODA と NGO の連携のもと、①すごろくによる妊産婦検診の

情報共有、②妊産婦扶助活動、③スタンプ制度の 3 本の柱を掲げる。妊産婦検診の情報共

有と妊産婦扶助によって妊産婦検診の受診率を向上させ、スタンプ制度によって両政策の

活動への参加を促す。これら 3 つが作用することで妊産婦検診の受診率向上を目指す。 

本研究には特徴がある。それは、カンボジアでの聞き取り調査によってデータを収集し、

分析を行っていることである。そのデータは地域女性の妊産婦検診の受診要因に関するも

のである。 

以下、本稿の構成について述べる。  

第 1 章は、「問題意識と現状分析」である。本稿における問題意識は ODA を活用し、ど

のように妊産婦検診の受診率を向上させるか、ということである。本稿ではまず SDGs の

指標を用いてカンボジアの母子保健の現状を明らかにする。次に、日本の ODA の効率的な

活用の方法として NGO との連携に着目し、現在の日本の ODA・NGO の現状を俯瞰し、

両者の連携方法についてみていく。 

第 2 章は、「先行研究及び本稿の位置づけ」である。本章では妊産婦の保健医療サービ

スの利用に関する研究、妊産婦検診の受診要因に関する研究、母子保健と社会関係資本に

関する研究を紹介する。妊産婦検診の受診要因に関する研究をもとに本稿の独自性を述べ、

その他の先行研究を政策提言の際に参考にする。  

第 3 章は、「カンボジアの妊産婦検診の受診要因に関する実証分析」である。本章では

カンボジアの地域女性の妊産婦検診の受診に影響を与える要因を明らかにする。私たちの

研究会では、カンボジアで聞き取り調査を行い、その調査で得られたデータをもとにロジ

ット分析を行った。 

 第 4 章は、「カンボジアの妊産婦検診の受診率向上のための政策提言」である。私たち

は ODA と NGO の連携による妊産婦検診の受診支援をカンボジアで行う政策を提言する。

政策提言の 3 本柱として、①すごろくによる妊産婦検診の情報共有、②妊産婦扶助活動、

③スタンプ制度を掲げる。 
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第１章 

問題意識・現状分析 
 

本章ではカンボジアにおける母子保健の現状と日本の ODA と NGO の現状をみてい

く。第 1 節では本稿における問題意識、第 2 節ではカンボジアにおける母子保健の現状、

第 3 節では ODA と NGO の連携に関する現状について説明する。 

 

第 1 節 問題意識  

本稿における問題意識は、ODA の活用を通じてどのようにカンボジアの妊産婦検診の受

診率を向上させるか、ということである。ODA を有効活用する手段として NGO との連携

に着目し、カンボジアにおける妊産婦検診の受診支援を検討する。 

日本の ODA は経済・財政状況が厳しくなるとともに減少傾向にあり効果的な活用が求め

られる。そこで考えられるのが NGO との連携である。NGO は支援地域のニーズに合わせ

た政策を行うことが可能であり、支援をより効果的なものにすることができる。しかし

NGO は資金不足により十分な支援が行えないことも多い。このことから ODA と NGO を

連携させることが必要であるといえる。  

両者の連携を通じて、妊産婦検診の受診支援をカンボジアで行う。2015 年に採択された、

持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals: SDGs)の中でも母子保健に関する

目標が掲げられている。妊産婦検診の受診支援の対象地域としてカンボジアに焦点を当て

る。カンボジアは東南アジアにおいて妊産婦死亡率が依然として高く、母子保健問題の解

決は急務である。よって本稿ではカンボジアでの ODA と NGO の連携による妊産婦検診の

受診支援を提言する。私たちは、カンボジアにおける妊産婦検診の受診支援を考えるにあ

たって、実際に現地を訪れ、聞き取り調査を行い分析した。 

 

第 2節 カンボジアにおける母子保健の現状 
本節ではカンボジアにおける母子保健の現状について明らかにする。第 1 項では SDGs

について、第 2 項では第 1 項をふまえ、カンボジアの母子保健分野における SDGsの達成

状況について述べる。第 3 項ではカンボジアの妊産婦検診の現状について取り上げる。 

 

第 1 項 SDGs 
SDGs(持続可能な開発目標)とは、2015 年に MDGs(ミレニアム開発目標)の後継として採

択されたもので、17 の目標が定められている。本項では、SDGs における国際社会の母子

保健分野での目標及びそこで掲げられているターゲットと指標を明らかにする。 
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表 1.1 SDGs 母子保健に関する指標 

 

 

表 1.1 のように、17 の目標のうち特に母子保健に関係するものは「目標 3：あらゆる年

齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」である。この目標を達成す

るためのターゲットとして挙げられているのは、「ターゲット 3.1：2030 年までに、世界の

妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70 人未満に削減する」、「ターゲット 3.2：全ての国が

新生児死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 12 件以下まで減らし、5 歳以下死亡率を少なく

とも出生 1,000 件中 25 件以下まで減らすことを目指し、2030 年までに新生児及び 5 歳未

満児の予防可能な死亡を根絶する」などがある。これらのターゲットはさらにそれぞれ 2

項目の指標に細分化されている。ターゲット 3.1 の指標は①妊産婦死亡率、②専門技能者の

立ち会いの下での出産の割合である。また、ターゲット 3.2 の指標は③5 歳未満児死亡率、

④新生児死亡率2である。表 1.1 より①妊産婦死亡率は出生 10 万人あたり 170 人、③5 歳未

満児死亡率は出生 1,000 件あたり 35 件、④新生児死亡率は出生 1,000 件あたり 28 件であ

ることから、カンボジアにおけるこれらの指標は依然として目標値に達していない。 

 

第 2 項 SDGs の達成状況 
本項では、第 1 項で示した SDGsの 4 つの指標についてカンボジアの母子保健分野にお

ける達成状況をみていく。 

 

(1)①妊産婦死亡率 

  はじめに東南アジア諸国の妊産婦死亡率の現状を確認し、他の東南アジア諸国と比較し

てカンボジアの妊産婦死亡率の実態を明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 United Nations (2018) “Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 

2030 Agenda for Sustainable Development” pp.1-21 
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表 1.2 東南アジア諸国の妊産婦死亡率(MMR)及び MMR 変化率 

 
 

表 1.2 は東南アジア諸国の妊産婦死亡率(MMR)及び MMR 変化率を表す。妊産婦死亡率

(MMR)変化率はカンボジアが東南アジア諸国の中で最も高い。だが、妊産婦死亡率(MMR)

はカンボジアが東南アジア諸国の中で 3 番目に高い。近年カンボジアの妊産婦死亡率は減

少傾向にあるが、依然として SDGs の目標値である出生 10 万人当たり 70 人を大幅に上回

っている。 

 

②専門技能者の立ち会いの下での出産の割合 

  専門技能者とは医者、看護師、助産師、補助看護師/助産師を指す。専門技能者により出

産を補助してもらうことは、より安全な出産を行うことにつながる。すなわち専門技能者

の立ち会いの下での出産の割合の増加は母子の死亡率の減少の一助となる。以下の表 1.3 に

は東南アジア諸国の専門技能者の立ち会いの下での出産の割合を表している。表 1.3 よりカ

ンボジアは専門技能者の立ち会いの下での出産の割合が 5 番目に高い。 

 

 

表 1.3  東南アジア諸国の専門技能者の立ち会いの下での出産の割合 

 

 

(2)③5 歳未満児死亡率と④新生児死亡率 

はじめに、カンボジアの 5 歳未満児死亡率と新生児死亡率の現状についてみていく。 

  表 1.4 はカンボジアの地域別の 5 歳未満児死亡率と新生児死亡率を表したものである。

表1.4よりカンボジアにおいて5歳未満児死亡率と新生児死亡率はいずれも目標値を達成で

きておらず、5 歳未満児死亡率に関して都市部で出生 1,000 件あたり 18 人、農村部では 52

人と約 3 倍近く差があり、新生児死亡率に関して都市部で出生 1,000 件あたり 13 人、農村
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部では 42 人と約 3 倍近く差がある。以上より、カンボジアにおいては 5 歳未満児死亡率と

新生児死亡率ともに地域差が大きいことがわかる。 

 

表 1.4 カンボジアの地域別の 5 歳未満児死亡率と新生児死亡率 

 

 

次に、カンボジアにおける子どもの死亡の現状を明らかにする。図 1.1 はカンボジアにお

ける新生児死亡の原因を表している。伝染病及び周産期の病状の割合が高いことから、母

親である妊産婦の健康管理を行うために妊産婦検診を重点的に受診させることが子どもの

死亡率改善の一助となるといえる。 

 

図 1.1 カンボジアにおける新生児死亡の原因 

 
Sophie ら (2015)より筆者作成。 

 

第 3 項 カンボジアの妊産婦検診の現状 
本項ではカンボジアの妊産婦検診の現状について取り上げる。カンボジアにおける妊産

婦の利用可能な保健医療サービスとして妊産婦検診がある。カンボジア保健省は妊産婦と

新生児の死亡率の減少を目標とした FTIRM 2016-2020(The Fast Track Initiative 

Roadmap for Reducing Maternal and Newborn Mortality 2016-2020)を掲げており、その

中で目標達成の要素の一つに専門技能者による分娩介助をあげている。その指標のうち妊

産婦検診に関係するものが、①産前検診を少なくとも 4 回受診する、②産後検診を出産後 2

日以内に受診する3である。このことから妊産婦検診の受診が妊産婦及び新生児の死亡率の

減少の重要な要因として注目されていることがわかる。そこで、以下では(1)産前検診の回

数、(2)産後検診の出産後の受診時期についてカンボジアの現状を明らかにする。 

 

(1)産前検診の回数 

以下の表 1.5 ではカンボジアにおける地域別の産前検診の回数ごとの受診者の割合を表

                                                 
3 Ministry Of Health (2016) “Fast Track Initiative Roadmap for Reducing Maternal and Newborn Mortality 

2016-2020” pp.13-14 
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している。カンボジア保健省は、妊産婦のうち少なくとも 4 回産前検診を受診する人の割

合を増加させることを目標としている。カンボジア保健省が定めた 2020 年の目標値は

90.0%であるが、表 1.5 より現状では 75.6%である。目標値を達成できていない要因の一つ

として都市部と農村部の格差が大きいことが挙げられる。少なくとも 4 回産前検診を受診

する人の割合は都市部では 85.4%であるのに対し、農村部は 73.9%となっている。 

 

表 1.5 カンボジアの地域別産前検診の回数ごとの受診者の割合 

 
出所) Sok, Kosal. (2014) p.139 より筆者作成 

 

(2)産後検診の出産後の受診時期 

また、以下の表 1.6 ではカンボジアの州別産後検診を最初に受診する時期を表している。

カンボジア保健省は、妊産婦のうち出産後 2 日以内に最初の産後検診を受診する人数を増

加することを目標としている。カンボジア保健省が定めた 2020 年の目標値は 95.0%である

が、表 1.6 より現状では 90.3%である。産後検診を受診する妊産婦は増加傾向にあるが、産

前検診の受診と同様に依然として都市部と農村部の格差が大きい。本研究で注目するシェ

ムリアップ州は出産後 2 日以内に最初の産後検診を受診する妊産婦の割合が 88%であり 7

番目に低く、全体の数値よりも低い。 

 

表 1.6  カンボジアの州別産後検診を最初に受診する時期 

 
出所) Sok, Kosal. (2014) p.145 より筆者作成 
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第 3 節 ODA と NGO の連携に関する現状     
本節では、カンボジアの母子保健問題を解決するため、ODA と NGO の連携に着目する。

第 1 項では ODA と NGO の連携、第 2 項ではカンボジアに対する ODA、第 3 項ではカ

ンボジアの母子保健支援活動を行う NGO についてみていく。  

 

第 1 項 ODA と NGO の連携  
ODA とは、経済開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的として公的機関によって

供与される贈与及び条件の緩やかな貸付等のことである。また、NGO は、民間の立場から

貧困や環境問題などの世界的問題の解決に取り組む非政府・非営利組織を表す。NGO は

各々の目的意識に基づき、自発的に活動し、現地住民の多様な考え方やニーズに合わせた

細やかな協力を迅速に行うことが可能である。日本の ODA と NGO の連携には、①日本 

NGO 連携無償資金協力、②ジャパン・プラットフォームを通じた緊急人道支援事業、③

NGO 事業補助金、④JICA 草の根技術支援の 4 つの制度が設けられている。  

そのうち、本稿で着目する日本 NGO 連携無償資金協力について説明する。日本の NGO 

連携無償資金協力4とは、日本 NGO が途上国で実施するプロジェクトに資金を拠出する制

度である。これは外務省が管轄しており、国際協力局民間援助連携室が制度の運用を行っ

ている。申請団体には、団体本部が日本に所在していること、活動実績が２年以上あるこ

と等の条件を満たしていなければならない。  

表 1.7 に、NGO 無償資金協力の対象となる事業と許容限度額、実施期間をまとめた。

許容限度額は 2000 万～1 億円で、実施期間は 6 か月又は 1 年以内となっている。本稿の

政策提言で用いる ODA と NGO の連携は、開発協力事業であり、5000 万円を許容限度

額とし、12 か月以内に使わなければならない。  

        

表 1.7  NGO 無償資金協力の対象となる事業の詳細 

 
出所)外務省国際協力局民間援助連携室(2013) p.8 より筆者作成  

 
第 2 項 カンボジアに対する ODA  
本項では日本の対カンボジアの ODA の概要について説明する。1959 年から始まった

日本の対カンボジアの ODA は 2014 年度までで合計 3,466.55 億円5あり他の国と比べ

て最大の援助国である6。図 1.2 に近年の対カンボジアの ODA とその内訳を示した。こ

の図からわかるように、対カンボジアの 1991 年から 2014 年では ODA の額が増加傾向

にあり、また無償資金協力は毎年安定した量の ODA が投下されている。  

 

                                                 

4 外務省「国際協力と NGO 外務省と日本の NGO のパートナーシップ」p.5  

5 外務省 カンボジア 国別データブック「我が国の対カンボジア援助形態別実績」  
6 「主要国際機関との関係、他の援助国、NGO の取り組み」  
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図 1.2 対カンボジア援助形態別実績  

 
 

第 3 項 カンボジアの母子保健支援活動を行う NGO 
表 1.8 は本研究会が訪問した団体名と各団体が実施した事業内容についてまとめている。

2018 年 7 月にカンボジアで母子保健支援活動を行っている NGO 団体などへのヒアリング

調査を行った。ヒアリング調査より、農村部では地域住民がその家族や保健ボランティア、

村長などとコミュニティを形成することで出産や妊産婦検診に関する情報共有を行ってい

ることがわかった。 

 

 

表 1.8 カンボジアで医療支援活動を行う NGO 団体等 

 
出所）ヒアリング調査より筆者作成 
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第２章 

先行研究及び本稿の位置づけ 
  

 
前章にてカンボジアの妊産婦検診の現状を明らかにしたため、本章ではその解決のため

の妊産婦検診に関する先行研究をみていく。第 1 節では妊産婦の保健医療サービスの利用

に関する研究を取り上げる。第 2 節では妊産婦検診の受診要因に関する研究について取り

上げる。第 3 節では母子保健と社会関係資本に関する研究を取り上げる。第 4 節では先行

研究のまとめと本稿の位置づけを行う。 

 

第１節 妊産婦の保健医療サービスの利用に関する研究 
本節では、保健医療サービスの利用に関する研究を 2 つ取り上げる。第 1 項では保健医

療サービス利用要因の基本的枠組みに関する研究を取り上げる。第 2 項では妊産婦の保健

医療サービス利用要因の基本的枠組みに関する研究を取り上げる。 

 

第１項 保健医療サービス利用要因の基本的枠組みに関する研究 
第 1 論文は Andersen(1995) “Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical 

Care: Does It Matter？”である。この論文では、人々が保健医療サービスを利用する要因

について論じている。保健医療サービスとは、治療・看護など直接的に身体に何かを施す

サービスのことであり、妊産婦検診もそのひとつである。保健医療サービスの利用は(1)個

人の特性、(2)使用可能な資源、(3)必要性によって決定づけられる。そして、これらの保健

医療サービスを利用する決定要因は相互に関連しており、これらに働きかけることで保健

医療サービスの利用に影響を与えると考えられる。 

(1)個人の特性は、性別、年齢、遺伝、先天的認知障害といった人口学的特性による潜在的

な身体リスクに加え、社会経済的背景とそれに付随する生活環境を表す。 

(2)使用可能な資源は、所得、健康保険の有無、保健医療サービスに関する情報、医療機関

までの距離やそれに伴う移動時間や待ち時間を指す。また、これには最寄りの医療機関や

医療従事者の量と質も含まれる。 

(3)必要性は、実際に自身の身体的な保健医療サービスの必要性を把握したうえで、保健医

療サービスを利用しようとしているかを表す。身体的な不調、変化、リスクなどが保健医

療サービスの必要性を認識させるが、本人の経験的認識により必要性を認識していない、

もしくは文化的な慣習により保健医療サービス自体に抵抗がある場合もある。 

 

第 2 項 妊産婦の保健医療サービス利用要因の基本的枠組みに関する研究 
第 2 論文は Matsuoka ら(2010)“Perceived Barriers to Utilization of Maternal Health 

services in Rural Cambodia”である。この論文では、カンボジアにおける妊産婦の保健医

療サービスの利用の妨げとなる基本的な障壁として①経済的な制約、②物理的な制約、③

認知的な制約、④組織的な制約、⑤心理的及び社会文化的制約をあげており、それぞれの

定義について以下のように述べている。 

①経済的な制約とは、金銭の不足、柔軟性のない支払体制、機会費用が高いことである。 

②物理的な制約とは、医療機関への地理的アクセスが悪い、出産後の休憩所の不足、妊娠

中に健康であったため安全な出産ができると本人が判断していることである。 

③認知的な制約とは、診療費・保健センター・保健医療サービスの質に対する誤解や、保

健医療サービスの情報へのアクセスが乏しいことである。 

④組織的な制約とは、医療従事者が要求する金額が高額である、医療従事者の態度に不満
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がある、医療従事者が保健センターにいないことなどである。 

⑤心理的及び社会的文化的な制約とは、コミュニティの高齢者の経験をもとにした判断や

伝統的な手法に従うこと、また、面識の少ない医療従事者より伝統的産婆の下での出産の

ほうが快適であることが挙げられる。 

 

第 2 節 妊産婦検診の受診要因に関する研究 
前節にてカンボジアの妊産婦の保健医療サービスの利用の枠組みに関わる 3 つの要因が

わかったため、本節では妊産婦検診の受診要因に関する研究を取り上げる。 

第 1 項では個人の特性に関わる要因に関する研究を取り上げる。第 2 項では使用可能な

資源に関わる要因に関する研究について取り上げる。第 3 項では必要性に関わる要因に関

する研究について取り上げる 

 

第 1 項 妊産婦検診の個人の特性に関わる要因に関する研究 
第 3 論文は Prusty ら(2015)“Factors associated with the utilization of antenatal care 

services in Cambodia” である。この研究では、カンボジアにおいて 2000 年から 2010 年

に行われた CDHS(Cambodia Demographic and Health Survey)のうち、出産を経験した

15 歳から 49 歳までの女性 18754 人のデータを対象に、妊産婦検診の受診に関する決定要

因を測定している。この論文から、産前検診の受診に関わる個人の特性について以下のこ

とがわかった。 

①女性の出産時の年齢が 20〜24 歳の場合は、産前検診の受診率が高い。 

②中等教育以上の女性は、初等教育または教育を受けていない女性よりも産前検診の受診

率が高い。 

③妊産婦の出産回数が多いほど産前検診の受診率は低い。 

 

第 4 論文は Kikuchi ら(2018)“Postnatal care could be the key to improving the 

continuum of care in maternal and child health in Ratanakiri, Cambodia” である。この

論文では、カンボジアのラタナキリ州において 2015 年に行われた調査のうち、調査前の直

近 2 年間で出産を経験した女性 388 人のデータを対象に妊産婦が産後検診を受診する要因

について論じている。産後検診の受診に関わる個人の特性について以下のことがわかった。 

①妊産婦の識字率が低いほど産後検診の受診率は低い。 

②夫の教育水準が低いほど産後検診の受診率は低い。 

 

第 5 論文は Sagna ら(2012)“Effects of Individual and Neighborhood Factors on 

Maternal Care in Cambodia”である。この研究では、カンボジアにおいて 2005 年に行わ

れた CDHS(Cambodia Demographic and Health Survey)のうち、調査前の直近 5 年間で

出産を経験した 19 歳から 49 歳までの女性 6140 人のデータを対象に、保健医療サービスに

対する地域女性の利用に関する決定要因を測定している。この論文では、ロジスティック

回帰モデルを用いて分析を行っている。被説明変数は、(1)4 回以上の産前検診の受診の有

無、(2)妊娠第 1 期における産前検診受診の有無、(3)医療施設での出産の有無、(4)訓練を受

けた医療従事者による出産介助の有無である。これらの被説明変数のうち妊産婦検診に関

連するのは(1)4 回以上の産前検診の受診の有無である。また、説明変数は個人レベルの要

因として、①出産時の年齢、②出産回数、③母親の教育水準、④夫の教育水準、⑤家計収

入、⑥夫の職業、⑦育児負担、⑧新聞の読書頻度、⑨ラジオの聴取、⑩テレビの視聴、⑪

出産のリスクについての相談の有無の 11 個である。分析の結果、妊産婦検診の受診に影響

を与える個人の特性は以下のようになる。 

①出産時の年齢が高いほど 4 回以上産前検診を受診している。 

②妊産婦の教育水準が高いほど 4 回以上産前検診を受診している。 
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③夫の教育水準が高いほど 4 回以上産前検診を受診している。 

 

第 2 項 妊産婦検診の使用可能な資源に関わる要因に関する研究 
第 3 論文の Prusty ら(2015)の研究では、産前検診の受診要因のうち使用可能な資源に対

応するものについて以下のことがわかった。 

①沿岸・高原・山岳地域に住んでいる女性は産前検診の受診率は低い。 

②家計収入が低いほど産前検診の受診率は低い。 

③メディアを使用する頻度が高いほど産前検診の受診率が高い。 

 

第 4 論文の Kikuchi ら(2018)の研究では、産後検診の受診要因のうち使用可能な資源に

対応するものについて以下のことがわかった。 

①家から保健センターまでの距離が遠いほど産後検診の受診率は低い。 

②家計収入が低いほど産後検診の受診率は低い。 

③医療施設での出産や産前検診に関する知識が少ないほど産後検診の受診率は低い。 

 

第 5 論文の Sagna ら(2012)の研究では、産前検診の受診要因のうち使用可能な資源に対

応するものについて以下のことがわかった。 

①少なくとも週 1 回新聞を読む人は 4 回以上産前検診を受診している。 

②少なくとも週 1 回ラジオを聴く人は 4 回以上産前検診を受診している。 

③少なくとも週 1 回テレビを視聴する人は 4 回以上産前検診を受診している。 

 

第 3 項 妊産婦検診の必要性に関わる要因に関する研究 
第 3 論文の Prusty ら(2015)の研究では、産前検診の受診要因のうち必要性に対応するも

のについて以下のことがわかった。 

①仏教徒は仏教徒でない人よりも産前検診の受診率が高い。 

 

第 3 節 母子保健と社会関係資本に関する研究 
前節にてカンボジアの妊産婦の妊産婦検診の受診要因について明らかにし、保健医療サ

ービスの環境が妊産婦検診の受診に影響を与えることがわかった。しかし、保健医療サー

ビスの環境だけでは妊産婦検診の必要性に関わる要因として不十分であるため、本節では

母子保健と社会関係資本の関連性に関する研究を取り上げる。社会的要因と妊産婦検診と

の関係性について述べるため、社会関係資本を要因として取り入れる。第 1 項では社会関

係資本の定義について述べる。第 2 項では、保健医療サービスの利用における社会関係資

本の重要性について説明する。第 3 項では、母子保健と社会関係資本との関連性に関する

研究を取り上げる。 

 

第 1 項 社会関係資本とは 

 社会関係資本はソーシャルキャピタルという概念を訳したものである。ソーシャルキャ

ピタルとは協調行動を容易にすることにより社会の効率を改善しうる信頼、規範、ネット

ワークなどの社会的仕組みの特徴7である。社会関係資本の包括的な概念としては①地域コ

ミュニティへの参加、②家族・隣人・友人との関係、③社会的状況への自発的行動、④信

頼性と安心感、⑤多様性に対する容認、⑥人生の価値がある。また、社会関係資本の種類

には構造的社会関係資本と認知的社会関係資本がある。具体的には、構造的社会関係資本

は①組織への参加、②制度的連携、③一般的な団体行動の頻度、④ある特定の団体行動、

⑤市民権の程度、⑥地方自治体または救済機関との関連性、⑦他のコミュニティとの関連

                                                 
7 Putnam(1993)“Making Domocracy Work：Civic Traditionals in Modern Italy” 
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性があり、認知的社会関係資本は①一般的な社会的支援、②感情的支援、③行動的支援、

④情報的支援、⑤信頼性、⑥仲間意識、⑦互恵と協同心、⑧社会的儀式、⑨帰属感、⑩公

平性に対する認識、⑪社会的責任感8がある。 
 

第 2 項 保健医療サービスの利用における社会関係資本の重要性に関する研究 
第 1 論文は Andersen (1995)の “Revisiting the Behavioral Model and Access to 

Medical Care: Does It Matter？” である。この論文では、システム要因と外的環境が個人

に影響を与えるとしていることから、保健医療サービス利用において、個人要因だけが影

響するのではなく、社会関係資本も個人の行動に影響を与えていることを示唆している。

社会関係資本はそれ自体を測ることは困難であるが、かなり概念的な指標である社会関係

資本をうまく利用できるようになれば、保健医療サービス利用を向上できるとしている。 

 

第 3 項 母子保健と社会関係資本との関連性に関する研究 

第 6 論文は De Silva ら(2007) "Maternal social capital and child nutritional status in 

four developing countries."である。この論文では発展途上国の妊産婦における社会関係資

本と乳幼児の栄養状態の関連性について述べている。社会関係資本と母子保健について以

下のことが明らかになった。 

①妊産婦のコミュニティ参加による情報交換は母子の健康改善に繋がる。 

②貧困である女性ほど助け合いやコミュニティ参加、及び認知的社会関係資本の水準が

低い。 

③社会関係資本の水準には地域差があるため、乳幼児の栄養状態と社会関係資本との関

係性は国ごとに異なる。 

 

第 4 節 先行研究及び本稿の位置づけ 
先行研究の結果をまとめると図 2.1 のようになり、妊産婦検診の受診率向上のために重要

なことは以下の点である。 

①妊産婦検診の利用の要因の基本的な枠組みとしては(1)個人の特性、(2)使用可能な資源、

(3)必要性がある。またその具体的な要因として(1)個人の特性は年齢、教育水準、パートナ

ーの教育水準などがあり、(2)使用可能な資源は地理的要因、家計収入、出産や妊産婦検診

に関する知識、メディアへの接近性などがあり、(3)必要性は宗教の信仰などの社会的要因

がある。 

 ②妊産婦のコミュニティ参加、情報共有、助け合いなどの構造的社会関係資本と妊産婦

の認知的社会関係資本をともに向上させることで、母子の健康状態を改善できる。 

                

図 2.1 先行研究のまとめ 

         
出所）筆者作成 

                                                 
8 Harpham ら(2002) "Measuring social capital within health surveys: key issues." 
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第３章             

カンボジアの妊産婦検診の受診 

要因に関する実証分析 
 

前章より妊産婦検診の受診要因の基本的な枠組みとして個人の特性、使用可能な資源、

必要性、社会関係資本の 4 つがあることがわかった。本章ではカンボジア農村の妊産婦検

診に影響を与える受診要因を明らかにし、これら 4 つの基本的な枠組みに当てはまるかど

うかを検討する。そのために、カンボジアのシェムリアップ州にある農村の地域女性を対

象とした妊産婦検診に関する調査結果をもとに実証分析を行う。第１節では本章で行う分

析の概要について、第 2 節ではその分析のために本研究会が行った現地調査について述べ

る。第 3 節では現地調査の資料を基に計量分析を行い、地域女性の妊産婦検診に影響を与

える受診要因を明らかにする。第 4 節では本章のまとめと考察を行う。 

 

第１節 分析概要 
この分析は、カンボジア農村において妊産婦検診の受診に影響を与える要因を特定する

ために行う。分析手法はロジット分析である。この分析で用いるデータは、2018 年 9 月に

NGO 団体日本国際ボランティアセンター(Japan International Volunteer Center：JVC)

の協力のもと行ったカンボジアのシェムリアップ州の農村での訪問調査から得たものであ

る。 

 

第２節 現地調査 
本節では、分析に用いるデータ収集のために行った現地調査について説明する。第 1 項

で調査の概要を述べ、第 2 項では調査対象地域の記述統計を示す。 

 

       第 1 項 調査概要 

 本研究会は、2018 年 9 月 3 日から 10 日までの 8 日間、カンボジアのシェムリアップ州

にある農村で現地調査を行った。調査対象地域は、JVC が支援している 6 つの農村とその

隣の 1 つの計 7 つの農村であり、調査世帯数は 283 世帯である。具体的には、農村の各家

庭を訪問し、その家庭の出産経験のある女性に対してカンボジアの農村にあるコミュニテ

ィの参加状況や妊産婦検診の受診要因を尋ねるアンケートを行った。 

 アンケートでは、①産前検診の 4 回以上の受診の有無、②出産後 6 週間以内の産後検診

の受診の有無の２つを質問した。 

 ①は、地域女性が産前検診の 4 回以上受診しているかを二項選択方式で尋ねている。 

 ②は、地域女性が出産後 6 週間以内に産後検診を受診しているかを二項選択方式で尋ね

ている。 

 

第 2 項 調査結果 

 本項では、各農村の調査対象者の特徴と妊産婦検診の受診要因をアンケートから得られ

たデータをもとに記述する。表 3.1 は A 村～G 村の調査対象者の記述統計、表 3.2 は妊産

婦検診に対する調査対象者の非受診人数、表 3.3 は農村別にみた妊産婦検診を受診しない理

由とその割合を表している。 
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表 3.1 調査対象者の記述統計 
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ISFJ2018 最終論文 
 

21 

 

 

出所）2018 年 9 月実施の現地調査より作成 

 

表 3.1 より、調査対象者の特徴について次のことがわかった。⑦教育に関して、どの村に

おいても小学校を中退している女性が多い。⑨参加している組織については、E 村以外の村

では葬儀組合に参加している人数が最も多かった。⑩信頼している人について、どの村に

おいても家族への信頼度は 4.0 以上であった。⑮妊産婦検診の情報源について、保健センタ

ーや病院から情報を収集している人が多いことがわかる。また C 村〜G 村では村長と回答

した人が多かった。その他の回答には、NGO のスタッフがあった。誰からも情報を得てい

ない人は少なく、カンボジア農村において情報を得る機会は存在する。 

 

表 3.2 妊産婦検診に対する調査対象者の非受診人数 

 

出所）2018 年 9 月実施の現地調査より作成 

 

表 3.2 より、妊産婦検診に対する調査対象者の非受診人数については次のことがわかった。

産前検診、産後検診ともに保健センターが定めている回数や期間内に検診を受診していな

い女性がいることがわかった。また産後検診では、A 村以外で受診していない女性の数が産

前検診の受診人数よりも増加していることがわかった。 
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表 3.3 農村別にみた妊産婦検診を受診しない理由とその割合(%) 

 

出所）2018 年 9 月実施の現地調査より作成 

 

表 3.3 は農村別にみた妊産婦検診を受診しない理由を割合で表したものである。複数回答

可のため合計の割合が必ずしも 100％ではない。産前検診を受診しない理由について、受診

率が最も低い A 村をはじめ B 村、C 村、F 村では産前検診を 4 回以上受診していない人の

うち、時間がないと回答した割合が最も高かった。また、G 村は産前検診について知らな

いと回答した割合が最も高かった。次に、産後検診を受診しない理由について、受診率が

最も低い E 村は産後検診について知らないと回答した人が 9 割以上となっている。また、

妊産婦検診の必要がないと回答した割合は産前検診、産後検診ともに G 村が最も高かった。 

 

第３節 ロジット分析 
本節では現地調査の結果をもとに、カンボジア農村の地域女性による妊産婦検診の受診

に影響を与える要因を明らかにする。第 1 項では分析手法とそのモデルを説明し、第 2 項

ではその推定結果を示す。 

 

第 1 項 分析手法とモデル9 
被説明変数には、地域女性の産前検診及び産後検診の受診を表す変数を用いた。 

 説明変数には、①世帯構成員数、②職業、③月収、④出稼ぎ家計員からの仕送り額(1 か

                                                 
9 分析手法に関しては、浅野・中村(2009) 215-216 貢を参考にしている。 
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月)、⑤組織参加数、⑥主観的健康度、⑦寺院に通う頻度、⑧周囲への信頼度、⑨金銭の貸

し借り・授受の有無、⑩最後に出産した年齢、⑪出産回数、⑫情報源の数、⑬村ダミーの

13 個を用いる。 

定性的な性質を持つ被説明変数を説明変数に回帰するには非線形モデルを考える必要が

ある。代表的なモデルにはロジット・モデルとプロビット・モデルがある。重回帰分析は

線形モデルであるため、使うことはできない。ロジット・モデルとプロビット・モデルで

は潜在変数を使うことで、定性的な被説明変数を連続的な分布をもつ確率変数に変換する。

被説明変数の分布については標準正規分布かロジスティック分布のいずれかをデータの性

質をもとに選ぶ。現地調査で集めたデータの分析にはロジット・モデルを選んだ。 

  

被説明変数の定義は以下の通りである。 

 

Y1：産前検診の受診回数ダミー 

 産前検診に 4 回以上受診した場合は１、3 回以下の場合は０のダミー変数。 

 

Y2：産後検診の受診ダミー 

 出産後 6 週間以内に産後検診に受診した場合は１、参加していない場合は０のダミー変

数。 

 

 説明変数の定義は以下の通りである。説明変数の選択は、第 2 章で紹介した先行研究

Prusty ら(2015)、Kikuchi ら(2018)、Sagna ら(2012)を参考にした。それに加えて、周囲

の人々への信頼度や組織の参加数、主観的健康度などの説明変数を独自に作成している。 

 

X1：世帯構成員数 

 子供や出稼ぎに行っている人も含めた世帯構成員数。 

 

X2：職業ダミー(農業) 

 農業に従事していれば 1、従事していなければ 0 のダミー変数。ただし、現金収入がなく

とも、生活のために行っているものは職業とみなした。 

 

X3：職業ダミー(林業) 

 林業に従事していれば 1、従事していなければ 0 のダミー変数。ただし、現金収入がなく

とも、生活のために行っているものは職業とみなした。 

 

X4：その他の職業ダミー 

 農業や林業以外の職業に従事していれば 1、従事していなければ 0 のダミー変数。ただし、

現金収入がなくとも、生活のために行っているものは職業とみなした。 

 

X5：月収 

 ①30US ドル未満、②30US ドル～60US ドル、③60 ドル以上の 3 択から選択してもらっ

ている。出稼ぎ労働者からの仕送りも含む。分析では、①を 15US ドル、②を 45US ドル、

③を 75US ドルに定量化している。 

 

X6：出稼ぎ者からの仕送り 

 世帯構成員に出稼ぎ労働者がいる回答者に対して、出稼ぎ労働者からの１か月の仕送り

額を質問している。①30US ドル未満、②30～60US ドル、③60US ドル以上の 3 択から選

択してもらっている。回答者から 1 年単位での仕送り額の回答を得た場合は、1 か月換算を

している。分析では①を 15US ドル、②を 45US ドル、③を 75US ドルに定量化している。 
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X7：組織参加数 

 寺院委員会、学校委員会、葬儀組合、コミュニティ・フォレストやその他のうち参加し

ている組織の数。 

 

Ｘ8：主観的健康度 

①とても健康、②やや健康、③普通、④やや不健康、⑤とても不健康の 5 段階評価。分

析では、①とても健康～⑤とても不健康を 4～0 に定量化している。 

 

Ｘ9：寺院に通う頻度  

1 週間に何回寺院に行くかを①0 回、②1 回、③2 回、④3 回以上で選択してもらっている。

①～④を 0～3 に定量化している。 

 

Ｘ10：家族への信頼度 

 ①とても信頼している、②やや信頼している、③どちらでもない、④あまり信頼してい

ない、⑤全く信頼していない の 5 肢の中から当てはまるものを選択してもらっている。分

析では⑤全く信頼していないを 1 として、1～5 で定量化している。 

 

Ｘ11：近所の人への信頼度  

 ①とても信頼している、②やや信頼している、③どちらでもない、④あまり信頼してい

ない、⑤全く信頼していない の 5 肢の中から当てはまるものを選択してもらっている。分

析では⑤全く信頼していないを 1 として、1～5 で定量化している。 

 

Ｘ12：僧侶への信頼度 

 ①とても信頼している、②やや信頼している、③どちらでもない、④あまり信頼してい

ない、⑤全く信頼していない の 5 肢の中から当てはまるものを選択してもらっている。分

析では⑤全く信頼していないを 1 として、1～5 で定量化している。 

 

Ｘ13：保健センターの看護師への信頼度 

 ①とても信頼している、②やや信頼している、③どちらでもない、④あまり信頼してい

ない、⑤全く信頼していない の 5 肢の中から当てはまるものを選択してもらっている。分

析では⑤全く信頼していないを 1 として、1～5 で定量化している。 

 

X14：貸与ダミー 

 病気・ケガのために家族以外にお金を貸したことがあれば 1、貸したことが無ければ 0 の

ダミー変数。 

 

X15：譲渡ダミー 

 病気・ケガのために家族以外にお金を与えたことがあれば 1、与えたことが無ければ 0 の

ダミー変数。 

 

X16：借入ダミー 

 病気・ケガのために家族以外からお金を借りたことがあれば 1、借りたことが無ければ 0

のダミー変数。 

 

X17：資金援助ダミー 

 病気・ケガのために家族以外からお金を貰ったことがあれば 1、貰ったことが無ければ 0

のダミー変数。 



ISFJ2018 最終論文 
 

25 

 

 

X18：最後に出産した年齢 

 回答者の最後に出産した年齢を回答してもらっている。 

 

X19：出産回数 

 回答者の最後に出産する前までの出産経験回数を回答してもらっている。 

 

X20：情報源の数 

 出産や妊産婦検診に関する情報源を、家族、近所の人、保健センター・病院、村長、そ

の他の中から選択してもらっている。分析では、これらの中から選択した個数を用いてい

る。 

 

X21：村ダミー 

 今回調査した 7 つの村のダミー変数。 

  

第 2 項 推定結果 
 推定結果は以下の表 3.4、表 3.5 のとおりである。モデル 1 では X1～Ｘ21のすべての説明

変数を入れて推定し、モデル 2 ではモデル 1 で有意性が高かったもののみで分析した。 

 

(1)産前検診の 4 回以上の受診 

表 3.4 モデル 1 の結果から、モデル 2 は、①世帯構成員数、⑬信頼度(保健センターの看

護師)、⑮譲渡ダミー、⑱最後に出産した年齢、⑲出産回数、⑳情報源の数のみで分析を行

った。 

表 3.4 産前検診の 4 回以上の受診 
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※注 括弧内は標準誤差を表し、＊＊＊は 1％、＊＊は 5%、＊は 10%でそれぞれ有意である。サンプル数 283 

 

(2)出産後 6 週間以内の産後検診の受診 

 表 3.5 モデル１の結果から、モデル 2 は、②職業ダミー(農業)、⑪信頼度(近所の人)、⑮

譲渡ダミー、⑱最後に出産した年齢、⑲出産回数、⑳情報源の数、㉑A 村、㉓C 村、㉔E 

村のみで分析した。 

 

表 3.5 出産後 6 週間以内の産後検診の受診 
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※注 括弧内は標準誤差を表し、＊＊＊は 1％、＊＊は 5%、＊は 10%でそれぞれ有意である。サンプル数 283 

 

第 4節 実証分析のまとめと考察 
第 1項 分析結果のまとめ 

表 3.6、表 3.7 は第 3 節で行った推定結果のうち、有意であるものを個別にまとめて示し

たものである。 

表 3.6 (1)産前検診の 4 回以上の受診 

 
出所）筆者作成 
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表 3.7 (2)出産後 6 週間以内の産後検診の受診 

 
出所）筆者作成 

 

(1)産前検診の 4 回以上の受診では、①世帯構成員数、⑮譲渡ダミー、⑳情報源の数に正

の相関関係がみられ、⑬信頼度(保健センターの看護師)、㉑出産回数に負の相関がみられた。 

(2)出産後 6 週間以内の産後検診の受診では、⑪信頼度(近所の人)、⑮譲渡ダミー、⑱最後

に出産した年齢、⑳情報源の数、㉑A 村、㉓C 村に正の相関関係が見られ、⑲出産回数、㉔

E 村に負の相関関係がみられた。 

 

第 2 項 分析結果の考察 
(1)産前検診の 4 回以上の受診 

正の相関関係が見られた①世帯構成員数、⑮譲渡ダミー、⑳情報源の数についての考察

は以下の通りである。 

①世帯構成員数については、妊産婦にかかる家事や育児、仕事などを世帯の中で分担す

ることができるため、健康管理が特に重要な出産前の時期に妊産婦の負担が軽減され、産

前検診を受診しやすい環境にあるといえる。よって、世帯構成員数が多いほど、産前検診

を 4 回以上受診する割合が高くなる。 

⑮譲渡ダミーについては、家族以外の人が病気やけがになった場合に金銭的な援助を行

う人は困っている人を助け支援する意思がある。このような支援の意思は認知的社会関係

資本のうちの一つに当てはまり、扶助を行う意思がある人ほど産前検診を 4 回以上受診す

る割合が高くなると考えられる。 

⑳情報源の数については、出産や妊産婦検診に関する情報を多くの人から得ている人は産

前検診を 4 回以上受診している。表 3.1 より、カンボジア農村では出産や妊産婦検診に関す

る情報を全く得ていない人は少なく、多くの人が出産や妊産婦検診に関する情報を得てい

ることがわかる。その中で、多くの人から情報を得ている人ほど、妊産婦検診の存在だけ

でなく、妊産婦検診の重要性などといった出産や妊産婦検診に関するより詳細な情報を把

握していると考える。よって、出産や妊産婦検診に関する情報源の数が多い人ほど産前検

診を 4 回以上受診している。 

また、負の相関関係がみられた⑬信頼度(保健センターの看護師)、⑲出産回数についての考

察は以下の通りである。 

⑬信頼度(保健センターの看護師)については、妊産婦に対する保健センターの看護師の対応

の質は農村の保健センターによってさまざまである。例えば看護師への信頼度が最も高い A

村は 4 回以上の産前検診の受診率が低いが、この村は出産や妊産婦検診に関する情報源の

数が最も少なく、出産や妊産婦検診に関する情報を得る機会が限られる。このような場合

に看護師への信頼がとても高い人に対して看護師が出産や妊産婦検診に関して誤った情報

を流してしまうと、出産前に不安を抱える妊産婦はその情報を信用してしまい産前検診を

受診しなくなることが考えられる。よって、保健センターの看護師への信頼度が高いと 4

回以上産前検診を受診する割合が低くなる。 

⑲出産回数については、出産回数が増加すると妊産婦は出産の経験の増加や慣れにより出

産前に産前検診を 4 回以上受診する必要性がないと自身で判断してしまうと考えられるた
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め、産前検診を 4 回以上受診する割合が低くなる。 

 

(2)出産後 6 週間以内の産後検診の受診 

正の相関関係がみられた⑪信頼度(近所の人)、⑮譲渡ダミー、⑱最後に出産した年齢、⑳

情報源の数、㉑A 村、㉓C 村についての考察は以下の通りである。 

⑪信頼度(近所の人)については、カンボジアには A 村、B 村、C 村のような妊産婦が近所

の人と関わり助け合いながら生活をする農村が存在することがわかった。このような農村

は表 3.1 より妊産婦の近所の人への信頼度が高いことから出産や妊産婦検診の情報を共有

することや、出産後お互いの家族の面倒を見たりすることで家事の負担が軽減され産後検

診を受診しやすい環境であると考えられるため、近所の人への信頼度が高い人は、出産後 6

週間以内に産後検診を受診する。 

⑮譲渡ダミーについては、産前検診と同様に家族以外の人が病気やけがになった場合に

金銭的な援助を行う人は困っている人を助け支援する意思がある。このような支援の意思

は認知的社会関係資本のうちの一つに当てはまり、扶助を行う意思がある人ほど出産後 6

週間以内に産後検診を受診する割合が高くなると考えられる。 

⑱最後に出産した年齢については、出産年齢が高い妊産婦は出産後において自らの体力

的なリスクを考慮して妊産婦検診を受診すると考えられる。よって、出産年齢が高いほど

出産後 6 週間以内に産後検診を受診する割合は高くなる。 

⑳情報源の数については、出産や妊産婦検診に関する情報を多くの人から得ている人は

出産後 6 週間以内に産後検診を受診している。産前検診と同様に多くの人から情報を得て

いる人ほど、妊産婦検診の存在だけでなく、妊産婦検診の重要性などといった出産や妊産

婦検診に関するより詳細な情報を把握していると考える。よって、出産や妊産婦検診に関

する情報源の数が多い人ほど出産後 6 週間以内に産後検診を受診する割合は高くなる。 

㉑A 村については、表 3.1 より近所の人への信頼度が高い人の割合がほかの村と比べて比

較的高い。分析の結果から、近所の人への信頼度が高いほど、出産後 6 週間以内に産後検

診を受診する割合が高くなる。よって、出産後 6 週間以内に産後検診を受診する割合が高

い。 

㉓C 村については、表 3.1 より近所の人への信頼度が高い人の割合がほかの村と比べて比

較的高い。分析の結果から、近所の人への信頼度が高いほど、出産後 6 週間以内に産後検

診を受診する割合が高くなる。よって、出産後 6 週間以内に産後検診を受診する割合が高

い。 

また、負の相関関係がみられた⑲出産回数、㉔E 村についての考察は以下の通りである。 

⑲出産回数については、産前検診と同様に出産回数が増加すると妊産婦は出産の経験の

増加や慣れにより出産後すぐに産後検診を受診する必要性がないと自身で判断してしまう

と考えられるため、出産後 6 週間以内に産後検診を受診する割合が低くなる。 

㉔E 村については、表 3.1 より最後に出産する前までの出産回数が多い。分析の結果から、

出産回数が多いほど出産後 6 週間以内に産後検診を受診する割合が低くなる。よって、出

産後 6 週間以内に産後検診を受診する割合が低い。 
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第４章 

カンボジアの妊産婦検診の受診率

向上のための政策提言 
 

本章では、カンボジアにおいて妊産婦検診の受診率向上に向けた政策を行うことを提言

する。第 1 節では政策提言の概要、第 2 節ではすごろくによる妊産婦検診の情報共有、第 3

節では妊産婦扶助活動、第 4 節ではスタンプ制度について述べる。第 5 節では政策全体に

かかる諸費用を記載する。   

 

第１節 政策提言の概要 
第１項 妊産婦検診の受診率向上への課題   

前章表 3.3 より、妊産婦検診を受診しない理由の上位三項目は産前検診と産後検診とで共

通しており、(1)妊産婦検診を知らない、(2)妊産婦検診に行く必要がない、(3)妊産婦検診に

行く時間的余裕がない であった。しかし、妊産婦検診を受診しない理由の割合に関しては

産前検診と産後検診で異なることがわかった。本項ではこれらの理由を(1)情報的制約、(2)

意識的制約、(3)時間的制約の３つに分類し、それらの詳細について述べる。 

 

(1)情報的制約 

妊産婦検診を受診していない人のうち、受診していない理由として妊産婦検診について

知らないと回答した人は①妊産婦検診についての知識がまったくない人に該当する。表 3.1

よりカンボジア農村では多くの人が出産や妊産婦検診に関する情報を得ていることがわか

ったが、依然として情報を得る機会が少なく、妊産婦検診の存在について知らない人もい

るのが現状である。特に、表 3.2 より産後検診の受診率は産前検診の受診率に比べて著しく

低下しており、産後検診を受診していない理由のうち「産後検診について知らない」の割

合が最も高いことから産後検診に関する情報を得ているかどうかが産後検診の受診の有無

に大きく影響していることがわかる。よって、政策提言として妊産婦検診に関する情報を

得る機会を与え、地域女性の参加を促進させる政策を行うことが重要である。 

  

(2)意識的制約 

妊産婦検診を受診していない人のうち、受診していない理由として妊産婦検診を受診す

る必要がないと回答した人は②妊産婦検診について知識はあるが、妊産婦検診の重要性が

理解できていない人に該当する。現地調査により、産前検診の受診率が最も低い A 村や産

後検診の受診率が低い E 村では、出産回数が多く、主観的健康度が高い人の割合が多い。

このような村では、妊産婦検診に関する情報を入手していても、出産経験や慣れ、自身が

健康だと感じていることにより、妊産婦検診を受診しなくなってしまう。だが、写真 4.1 の
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ようにカンボジア農村では妊産婦を中心に近所の女性が集まるコミュニティが存在し、コ

ミュニティ内の地域女性の多くは妊産婦検診を受診していることがわかった。よって、政

策提言として妊産婦検診に関する情報を得る機会を与えるだけでなく、近所の人を中心と

したグループの中で主体的な参加を促すことで、地域女性に対し妊産婦検診の重要性につ

いて実感させる政策を行うことが重要である。 

 

(3)時間的制約 

妊産婦検診を受診していない人のうち、受診していない理由として妊産婦検診を受診す

る時間がないと回答した人は③妊産婦検診についての時間的余裕がない人に該当する。現

地調査により、カンボジア農村では依然として農業による生活収入を得ている世帯が多く、

世帯内の構成員数も多い。妊産婦にとって農業や家事、育児などの負担が大きいのが現状

であり、妊産婦検診の受診の時間がないという原因の一つであると考える。よって、政策

提言として妊産婦が妊産婦検診を受診する際に、近所に住む地域女性が妊産婦の希望に沿

った扶助を推進させる政策を行うことが重要である。 

以上より、私たちは①妊産婦検診についての知識がまったくない人、②妊産婦検診につ

いて知識はあるが、妊産婦検診の重要性が理解できていない人を対象にすごろくによる妊

産婦検診の情報共有を行うこと、また、③妊産婦検診についての時間的余裕がない人を対

象とした妊産婦扶助活動を行うことを提言する。 

 

 

写真 4.1 現地調査の様子 

    
出所) 場所：カンボジアシェムリアップ州 撮影日 2018/09/03 撮影者：寺岡舞香  
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第 2 項 政策提言の方向性 
 私たちが提言する政策は 3 本の柱からなっており、①すごろくによる妊産婦検診の情報

共有、②妊産婦扶助活動、③スタンプ制度である。ODA と NGO の連携により、地域女

性の産前検診及び産後検診の受診率向上に向けた活動を行う。図 4.1 は、政策提言の 3 本柱

について図示したものである。以下は、政策提言の３本柱の概要である。 

 

図 4.1 政策提言の３本柱 

 
出所）筆者作成 

 

①すごろくによる妊産婦検診の情報共有は、地域女性を中心とした既に存在する女性グル

ープを活用し、サラドムナ10や村長の家などで地域女性へのすごろくによる出産や妊産婦検

診に関する情報提供を行い、情報共有や意識改善を推進させることである。地域女性を主

体的に参加させるすごろくを実施することにより妊産婦検診に関する情報提供を行う場を

与えるだけでなく、地域女性に妊産婦検診の重要性を実感させ、妊産婦検診の受診率向上

を目指す。 

 

②妊産婦扶助活動は、妊産婦に対して扶助を行うことで、妊産婦の家事、農業などの時間

的負担を削減し、妊産婦検診の受診を促すことである。現地調査の結果、カンボジア農村

では依然として農業による生活収入を得ている世帯が多く、世帯内の構成員数も多い。妊

産婦は農業や家事、育児といった負担が大きいのが現状であり、妊産婦検診の受診の時間

がないという原因の一つであるといえる。妊産婦の近所に住む地域女性による妊産婦への

扶助活動を実施することで、妊産婦の時間的制約の問題を解消し妊産婦検診の受診率向上

                                                 
10 サラドムナとは、月に数回、村長と NGO が連携して教育、医療、農業などに関する集会を開くこと、またその場所

のことを指す。 
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を目指す。 

 

③スタンプ制度は、日本の ODA と NGO が連携することにより、カンボジア農村の地域女

性に対し妊産婦検診すごろく及び妊産婦扶助活動への参加によるインセンティブを与える

ことで、参加を促進させる。スタンプ制度では、妊産婦検診すごろくや妊産婦扶助活動へ

参加した地域女性に対し、景品と交換可能なスタンプを与える。このスタンプ制度を支え

るために日本の ODA を活用する。ODA の形態は「日本 NGO 連携無償資金協力」を用い

る。日本 NGO 連携無償資金協力の事業の中で、本稿の政策で用いる開発協力事業の資金

の上限は 5,000 万円である。また、事業は 1 年以内に終わらせなければならない。私たち

の政策提言では ODA をすごろくや妊産婦扶助活動、スタンプ制度の実施費及び NGO の運

営費などとして用いる。詳しい使用方法は本章第 5 節にて説明する。 

 また、この政策提言の実施にあたり地域女性のサラドムナへの招集や妊産婦検診すごろ

く及び妊産婦扶助活動の説明、実施を円滑に進めるために NGO 団体 CMC を設立する。

CMC の本部は日本に設置し、カンボジアに支部を置く。CMC 本部は、外務省との ODA

に関する疎通・カンボジア支部との連絡・妊産婦検診の受診支援事業の報告書の作成を行

う。カンボジア支部では、現地スタッフが妊産婦検診の情報共有や妊産婦扶助活動に関す

るサポートを行う。ただし日本 NGO 連携無償資金協力を受け取るための条件として 2 年以

上の活動が必要であるため、2 年間を準備期間とする。 

 

第 3 項 政策の手順 
 本項では、私たちが提言する政策の流れを示す。図 4.2 は政策の流れをまとめたものであ

り、図中の①～⑧は手順の流れを示している（以下、図中の番号と対応している）。 

①日本に NGO 団体「Care with Mom and Chidren(以下 CMC とする)」本部を設立。外務

省に ODA 資金(日本 NGO 連携無償資金)を申請し受託する。 

②CMC は、カンボジアのシェムリアップ州に支部を設置する。 

③CMC カンボジア支部がシェムリアップ州においての支援対象村を決定し、妊産婦検診の

受診について意識調査を行う。 

④CMC カンボジア支部が支援する農村の村長に対して本活動について説明し、サラドムナ

の招集を要請する。 

⑤サラドムナで活動について説明会を行い、その際に、すごろくによる妊産婦検診や妊産

婦扶助活動について教育を行い、妊産婦検診への情報的制約や意識的制約を改善する。 

⑥ヘルパーとして認定された地域女性が妊産婦に対して扶助活動を行い、妊産婦検診への

時間的制約を改善する。 

⑦スタンプ制度によるインセンティブを与えることで、⑤と⑥への地域女性の参加率を向

上させる。 

⑧⑤～⑦を対象村で行うことで、地域女性の妊産婦検診を受診しない要因を改善し、妊産

婦検診の受診率向上を目指す。 
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図 4.2 政策提言の流れ 

 
出所）筆者作成 
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第２節 すごろくによる妊産婦検診の情報共有 
現地調査の結果、妊産婦検診の受診率向上のためには、情報的制約、意識的制約、時間

的制約の 3 つの問題を解決することが重要であるとわかった。まず情報的制約、意識的制

約の二つの問題を同時に解決するためにゲーム形式で情報提供を行う。ゲーム形式にする

ことによって通常の一方向に教える教育とは異なり楽しみながら自然と正しい知識を得る

ことを可能にする。私たちはそのゲームとして「妊産婦検診すごろく」を提言する。 

本節では、第 1 項でカンボジアにおいて妊産婦検診すごろくを用いたすごろく教育につ

いて説明し、第 2 項ですごろく教育の意義、第 3 項ですごろく教育の有効性について述べ

る。 

 

第 1 項 すごろく教育の実施 

ここでは、カンボジアで妊産婦検診すごろくを用いたすごろく教育を行うにあたって、(1)

妊産婦検診すごろくの概要、(2)妊産婦検診すごろくの詳細について具体的に説明する。 

 

(1)妊産婦検診すごろくの概要 

表 4.1 は妊産婦検診すごろくの概要をまとめたものである。 

 

表 4.1 妊産婦検診すごろくの概要 

 

出所）筆者作成 

 

対象地域は現地調査を行った 7 つの農村世帯である。対象者は、7 つの農村の地域女性数

283 人とアンケート調査では回答を募っていない女性である。スタッフは各村に二人ずつ配

置し計 14 人とする。活動場所は、サラドムナという村で人が一番多く集まる場所とする。

活動を行う第 1 段階として、村長の力を借りて村人に募集をかけ、サラドムナでの集会の

際、NGO によるすごろくの内容、方法の説明を行う。サラドムナに集まった地域の女性を

5 人程度のグループに分け、妊産婦検診に関するすごろくを行い、その内容をグループ内で

相互理解することで妊産婦検診の情報の共有を推進させつつ、それと同時に地域女性同士

の関係強化を目指す。すごろくの内容に妊産婦検診に関する話題を取り上げることで、妊

産婦検診の重要性について興味・関心をひきつけ、妊産婦検診の受診率向上を狙う。 
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(2)妊産婦検診すごろくの詳細 

以下に妊産婦検診すごろくの詳細について述べる。 

①各プレーヤーがスタートにコマを置く。 

②順番を決める。 

③サイコロを振り、出た目の数だけ進む。 

④止まったマスの設問を読み上げ、答える。(止まったマスが問題形式ではない場合はその

指示に従う) 

回答が正解ならばそのマスからスタートし、不正解ならば元のマスに戻る。 

※プレーヤーで文字が読めない場合は読める人が代わりに読む。グループ内に文字が読め

る人がいない場合は、村長または NGO のスタッフが読む。答えは村長または NGO のスタ

ッフが持っており、プレーヤーに伝える。 

⑤早くゴールに着いた順に順位が決まる。 

⑥1 位の人にはスタンプを 3 つ与え、参加した人には参加証としてスタンプ 1 つを与える。

※このスタンプは貯まった数に応じて景品と交換できるものとする。スタンプ制度につい

ては第 5 節で詳しく述べる。 

 

第 2 項 すごろく教育の意義 

本項では教育にすごろくを用いる根拠を明らかにするため、(1)すごろくの特性、(2)他の

ゲームとの違いの２つの観点からすごろくでの教育の意義について説明する。 

 

(1)すごろくの特性 

すごろくは直接対面しながらも、道具とルールがあるため、明示的なルールさえ理解し

ていれば実施することができる。基本的に身体接触もなく、その意味でのハードルも低い。

また、ゲームの過程が目に見える形で、進む過程を全員で確認することができる。この特

性を生かし、すごろくの内容に妊産婦検診に関する情報を含めることで、参加している地

域女性全員が一体となって同じ内容について考え、楽しみながら正しい知識を得ることが

できる。全員がゲーム過程を理解するため積極的にコミュニケーションに参加することで、

ゲーム内容に集中できる。また、問題形式を用いることで、ゴールを目指すために妊産婦

自身が答えを考えるようになり、主体的な学習を可能とする。 

また、文面での情報共有ができるため、口頭での教育で起こりうる、情報の誤認識や思

い違いなどを防ぐことができる。 

 

(2)他のゲームとの違い 

 数多くのゲームがある中ですごろくを選んだ理由を、他のゲームと比較しながら言及し

ていく。ここでは、同じボードゲームである 3 つのゲーム(①かるた、②人生ゲーム、③オ

セロ)と比較してすごろくの効用を説明する。 
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①かるたとの比較 

 かるたもすごろくも文面での情報共有が可能であり、かつ座ったまま参加できる。しか

し、かるたは早い者勝ちになり、理解力が乏しい人や文字が読めない人は参加しにくい。

それに対してすごろくは平等に順番が回ってくるため、個人の能力に関係なく、全員が参

加可能となる。また、かるたは 1 人が早くとればそのまま次のカードに移ってしまうが、

すごろくは逐一マスで止まり問題を最後まで読むことにより、答えを確認する作業を全員

で行うことができる。 

 

②人生ゲームとの比較 

 人生ゲームはサイコロやルーレットで出た数だけコマを進めてゴールを目指すという点

では似ているが、人生ゲームが仮の通貨をもちいてゲームを進めていくのに対し、すごろ

くは仮の通貨を用いない。教育水準が低いカンボジアの現状を考慮すると、複雑な計算を

避けるすごろくは全員が障壁なくゲームを進めることができる。 

 

③オセロとの比較 

 オセロはルールも明快かつ単純で、教育水準に関係なく実施できる。しかし、オセロは

参加人数が 1 対 1 という点ですごろくとは異なる。すごろくは 2 人以上いれば実施可能で

あり、最大人数の制限はない。ゲームを一緒に行うことを通して、地域女性らのコミュニ

ティの関係をより親密なものとすることが政策の１つの目標であるため、1 対 1 の関係強化

ではなく、複数人同士での関係を強化できるようなゲームを選択する。 

 これらの検証から、文面での情報共有・身体的負担の軽減・教育水準・コミュニティ形

成・ルールの明快さ・人数制限などの各課題を解消するすごろくはゲームを政策として取

り入れる上で適切だといえる。 

  

第 3 項 すごろく教育の有効性 

本項では、(1)実現可能性、(2)カンボジアの現状を述べることによりカンボジア農村にお

けるすごろく教育の有効性について述べる。 

 

(1)実現可能性 

すごろくに必要なものは、ゲーム用紙とサイコロだけであり、他のゲームやイベントよ

り低いコストで行うことができるため、カンボジア農村で政策を行うにあたって有効であ

る。また、すごろくの内容は妊産婦検診を主とするが、村ごとの特徴を容易に入れること

ができる柔軟性もある。また、今回の政策提言では確実に参加者を集めることができるよ

うに、活動場所をサラドムナに限定しているが、人数さえ集まれば、家の高床や地面に広

げてでも行うことができ、活動場所の制限はない。 
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(2)カンボジアの現状 

実証分析の結果から、近所の人への信頼度が高いことと産後検診の参加が正の相関があ

ることがわかった。産後検診を受診しない理由のうち、情報的制約の割合は最も高い。こ

のことからカンボジア農村の複数の住民がゲームを通して交流することは、農村の住民同

士の信頼関係の強化に影響を与え、意識的制約の解消につながる。これにより産後検診の

受診率の向上を目指す。また、情報源の数が多いほうが産前検診、産後検診ともに受診率

が高いという結果が出ている。現地調査では、情報源の種類として、家族・近所の人・保

健センターや病院・村長・その他(NGO やテレビ、ラジオ)などの情報媒体という回答が得

られた。このすごろくの政策に参加するだけで、少なくとも近所の人・村長・NGO の 3 つ

から情報を得ることでき、情報を得る機会を増やすことで情報的制約の解消につながる。

また、実証分析より、カンボジア女性は小学校を中退している女性が多い。教育水準を考

慮して、文字ではなくイラストを基本としたすごろくを作成する。図 4.3 と図 4.4 は妊産婦

検診すごろく実施の一例を表したものである。地域女性が 1 回の活動で問題と回答を覚え

て飽きてしまうことや次回の参加率が減少することを防ぐために、例の他に数種類のすご

ろくを作り、それらを順番に利用してもらう。 

さらに、現地調査により妊産婦検診に関する情報を入手していても、出産経験や慣れ、

自身が健康だと感じていることにより、妊産婦検診を受診しなくなってしまう。このよう

な意識的制約を解消するため、すごろくにスタンプ制を導入にする。スタンプ制を導入す

ることで、妊産婦検診の重要性を認識させるだけでなく、すごろくへの参加のインセンテ

ィブを与えることで多くの地域女性の参加を促す。 

 

図 4.3 妊産婦検診すごろくの実施例 

 
出所）筆者作成 
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図 4.4 すごろくの問題と記号の意味 

 
出所）筆者作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1：赤ちゃんを出産する前に 3 回検診に行った A1× 

Q2：自分も赤ちゃんも元気だから出産後は病院に行かなかった A2× 

Q3：出産のときだけ病院に行けば良い A3× 

Q4：出産後 6 週間以内に検診に行った A4〇 

Q5：出産経験があるから検診に行かなかった A5× 

Q6：産前検診は 4 回以上行かなければならない A6〇 

Q7：出産後異常があるときにのみ保健センターや病院に行けばよい A7× 

Q8：時間がなかったので 1 回だけ産前検診に行った A8× 

Q9：家から保健センターまで遠いが近所の人に交通費を借りて行った A9〇 

Q10：産後検診は母親だけの検診なので赤ちゃんは連れて行かなくて良い A10× 

：お腹に子供を授かった 1 マス進む 

：1 回目の産前検診で母親も子どもも健康だった 2 マス進む 

：2 回目の検診で血圧が低かった 1 回休み 

：産前検診に行かなかった 5 マス戻る 

：4 回目の産前検診で子どもが元気に成長していた 3 マス進む 

：看護師が優しかった 4 マス進む 

：赤ちゃんが元気に生まれた 5 マス進む 

：出産後赤ちゃんと 2 人で検診に行った 1 マス進む 

：産後検診に行くとき妊産婦扶助活動に参加して家事を頼んだ 2 マス進む 

：出産後すぐに検診に行ったので異常が見つかりすぐに治療できた 3 マス進む 

：産後検診で子どもの体調が悪いと診断された 1 回休み 

：産後検診に行くのが遅くて貧血になってしまった 3 マス戻る 

：以前妊産婦扶助活動を行ったので今回は自分がお手伝いをした 2 マス進む 

：保健センターが近くにないので看護師に家に来てもらった 1 マス進む 

：産後検診で自分も子どもも健康だと診断された 2 マス進む  

：出産後 6 週間以内に産後検診に行かなかった 6 マス戻る 
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第 3 節 妊産婦扶助活動 
カンボジア農村の地域女性が妊産婦検診を受診しない理由のうちの一つとして、妊産婦

検診に関する知識があり、妊産婦検診を受診する意思があるにもかかわらず、受診をする

時間が確保できないという時間的制約がある。そこで、この時間的制約を改善するために、

カンボジア農村における妊産婦扶助活動を提言する。 

本節では、第 1 項で妊産婦扶助活動の実施内容、第 2 項でカンボジアにおける妊産婦扶

助の有効性について述べる。 

 

第 1 項 妊産婦扶助活動の実施 
本項では、実際にカンボジアで妊産婦扶助活動を行うにあたって、(1)妊産婦扶助活動の

概要と(2)妊産婦扶助活動の詳細について述べる。 

 

(1)妊産婦扶助活動の概要 

表 4.2 は妊産婦扶助活動の概要を表している。既に存在している妊産婦すごろくを行った

グループにいる妊産婦を対象とする。対象地域は現地調査を行った 7 つの農村世帯である。

スタッフは各村に二人ずつ配置し計 14 人とする。妊産婦に対する扶助活動を行うことで、

妊産婦検診の受診率の向上を狙う。地域女性の扶助活動への参加率の向上させるためにス

タンプ制度でインセンティブを与える。 

 

表 4.2 妊産婦扶助活動の概要 

 
出所）筆者作成 

 

(2)妊産婦扶助活動の詳細 

以下の①～⑥に妊産婦扶助活動の流れを表す。（以下①～⑥は、図 4.5 中の番号と対応し

ている） 

①CMC は村長を妊産婦に対する扶助活動の管理者として任命し、妊産婦扶助活動を行うた

めに扶助活動及びスタンプ制度について説明する。 

②村長はサラドムナで妊産婦を招集し、各農村の妊産婦の妊産婦検診の受診状況及び妊産

婦検診の受診予定日を調査し、管理を行う。 

③妊産婦はサラドムナにおいて、村長に妊産婦検診の受診予定日を伝えるとともに、希望

する活動の扶助の依頼を行う。 

④妊産婦からの依頼を受けた村長は、妊産婦の近所に住む地域女性を中心に妊産婦の代わ

りに仕事(子守、農業など)を手伝う扶助活動への参加者を募集し、ヘルパーとして認定する。

この時、村長を仲立ちとして妊産婦からヘルパーに対して、扶助活動の実施日や詳細につ

いて説明を行う。 

⑤妊産婦の検診当日にヘルパーは妊産婦が妊産婦検診を受診している間に妊産婦の代わり

に扶助を行う。 

⑥活動終了後村長からヘルパーに対し、妊産婦を扶助したことによるスタンプを提供する。 
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図 4.5 妊産婦扶助活動の流れ 

 
出所）筆者作成 

 

第 2 項 妊産婦扶助の有効性 

本項では、(1)カンボジアにおける扶助の現状、(2)妊産婦扶助活動の意義を述べることに

より、時間的制約の解消のためにカンボジア農村で妊産婦扶助活動を行う根拠を明らかに

する。 

 

(1)カンボジアにおける扶助の現状 

カンボジア農村には、農作業や人生儀礼等の場で、親戚や近隣住民による「手伝い合い・

助け合い」を行う慣行がある。この慣行として、「プロワス・ダイ」と「チューイ・クニア」

とがある。前者は「交代で手伝うこと」、後者は「互いに手伝い合うこと・助け合うこと」

を表し、ほぼ同じ内容を示す。以下両者をまとめて相互扶助と呼ぶ。カンボジア農村にお

いて相互扶助は昔から続いてきたが、近年は次第に減少している11。相互扶助の効用として

親しい者同士での助け合いや、その効果として社会全体としての問題処理の効率性向上が

挙げられるが、現在のカンボジアの現状を考えると、以前のような無償での相互扶助を繁

栄させるのは難しい。そのため、近所の人のコミュニティ内で対価としてスタンプを与え

る扶助活動を行う。NGO や ODA と連携してスタンプ制度を実施することで、現金収入(対

価)を得たい、という現代のカンボジア人の考え方の変化に合わせることができる。また、

手伝った女性はスタンプを得ることで景品と交換することができる。一方妊産婦は扶助に

より時間的制約を解消し妊産婦検診を受診することができ、母子ともに出産前後のリスク

を減らすことができるため、双方にメリットがある。さらに、扶助活動をすごろくでより

親密になったコミュニティを利用して行うことは、扶助に対する心理的抵抗を無くすこと

ができ、扶助活動への参加率を向上させる。 

 

(2)妊産婦扶助活動の意義 

現地調査の結果、カンボジア農村では依然として農業による生活収入を得ている世帯が

                                                 
11 山本質素ら(2016) 『社会経済発展と農村の変容 : カンボジア 2 農村の事例』 
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多く、世帯内の構成員数も多い。妊産婦は農業や家事、育児といった負担が大きいのが現

状であり、妊産婦検診の受診の時間がないという原因の一つであるといえる。また、病気・

けがのために家族以外の人にお金を与えたことがある人ほど産前検診を 4 回以上受診する

割合が高く、出産後 6 週間以内に産後検診を受診する割合も高いということから、家族以

外の近所の人が困っていたら助けてあげようとする気持ちを持つ人は妊産婦検診の受診率

が高いことがわかる。このことから、妊産婦検診の受診ができないという問題に対して妊

産婦扶助活動を行い、カンボジア農村で近所の人で助け合って問題を解決する機会を与え

ることは妊産婦検診の受診率向上の一助となる。また、現地調査を行った際に、写真 4.2 の

ようにカンボジア農村では隣の家との間に明確な境界線はなく、農地の境は木の柵のみで

仕切られ、人が自由に出入りする場面が多く見受けられた。このような農村では、近所の

人が妊産婦の代わりに手伝う扶助活動が受け入れやすい環境にある。また、実証分析によ

り近所の人への信頼度が高い人ほど産後検診の受診率が高くなることがわかった。出産後

も継続して妊産婦検診を受診させるためには、扶助活動により近所の人への信頼度を高め

ることが有効であるといえる。 

 

写真 4.2 農村の様子 

 

出所) 場所：カンボジアシェムリアップ州 撮影日 2018/09/03(左)、2018/09/04(右) 撮影者：寺岡舞香  

 

第 4 節 スタンプ制度 

本節では、ODA と NGO の連携によるスタンプ制度の内容について述べる。第 1 項では

スタンプ制度の概要、第 2 項ではスタンプ制度の詳細、第 3 項ではスタンプ制度の有効性

について説明する。スタンプ制度とは、妊産婦検診すごろくと妊産婦扶助活動の参加率の

向上を目的とした制度である。妊産婦検診すごろくと妊産婦扶助活動の双方の活動に共通

するスタンプを与えることで、2 つの活動に一貫性を持たせる。 

 

第 1 項 スタンプ制度の概要 

表 4.3 はスタンプ制度の概要を表している。 
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表 4.3 スタンプ制度の概要 

 

出所）筆者作成 

 

第 2 項 スタンプ制度の詳細 

本項では、 (1)スタンプの集め方、(2)スタンプの使い方を述べることで、スタンプ制度の

詳細について説明する。 

 

(1)スタンプの集め方 

①妊産婦検診すごろく 

 妊産婦検診すごろくに参加した人全員に参加賞としてスタンプを 1 つ与える。さらにグ

ループ内のすごろくで 1 位になった人にはスタンプを 3 つ与える。 

 

②妊産婦扶助活動 

 実際に妊産婦の手伝いをした人にスタンプを 3 つ与える。 

 

(2)スタンプの使い方 

 スタンプの獲得数に応じて景品と交換できる。CMC はサラドムナにおいての活動の説明

の際、ほしい景品を調査し、その村の地域女性の需要を把握する。景品の補充については

随時 CMC が需要に合わせた管理を行う。スタンプを貯めない女性がいることを考慮して、

スタンプ１つから景品と交換できるようにする。スタンプの最大数はスタンプ６つとする。

表 4.4 はスタンプの獲得数と景品の例である。 

 

表 4.4 スタンプの獲得数と景品の例 

 
出所）筆者作成 

 

第 3 項 スタンプ制度の有効性 
本項ではスタンプ制度の有効性について(1)スタンプ制度の意義、(2)スタンプ制度へのイ

ンセンティブから説明する。 
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(1)スタンプ制度の意義 
カンボジア農村において、スタンプ制度を導入する意義を述べる。カンボジア農村の女

性は教育水準が比較的低いため、スタンプ制度は女性が貯まった数を一目で確認すること

を容易にする。スタンプ制度を用いると、管理側が女性の活動への参加率を確認でき、参

加率の低い女性が誰であるかを把握できる。また、必要なものは紙とスタンプのみなので

運営や管理が容易にでき、かつ政策実施にかかる費用が少なく経済的であるので、この政

策はカンボジア農村で有効である。 

 

(2)スタンプ制度へのインセンティブ 

地域女性の嗜好を満たすためスタンプ制度に幅広い種類の景品を準備し、自分で景品を

選べるようにする。また、参加回数によってもらえる景品の数を増やすことで、地域女性

の持続的な参加をもたらす。地域女性が継続して妊産婦検診すごろくと妊産婦扶助活動に

参加することは、カンボジア農村の妊産婦検診の受診の妨げとなる情報的制約、意識的制

約、時間的制約を解消し、妊産婦検診の受診率を向上させることにつながる。 

 

第 5 節 政策提言にかかる諸費用   
本節では政策提言にかかる諸費用を計算し、その実現可能性についてみていく。本政策

に必要な経費は①すごろく教育にかかる諸費用、②スタンプ制度にかかる諸費用、③NGO 

の運営費の 3 つである。この費用を ODA によって賄うこととする。また、カンボジアで

は現地通貨のリエルのほかに、US ドルが流通している。そのため、一部費用は US ドル

表記の価格のものを円換算して計算する(1US$：100 円とする)。  

  

第 1 項 すごろく教育にかかる諸費用 
表 4.5 はすごろく教育にかかる費用を表している。費用の説明は以下のとおりである。道

具代はすごろく教育を行う時に使うすごろくのシートとサイコロ、駒の費用である。 

 

表 4.5 すごろく教育にかかる費用 

 
出所) 国内・海外フィールドワークより筆者作成 

 

第 2 項 スタンプ制度にかかる諸費用   
表 4.6 はスタンプ制度にかかる費用を表している。費用の説明は以下のとおりである。道

具代はすスタンプ制度を行う時に使うスタンプを押す用紙・スタンプの費用である。景品

代はスタンプと交換する景品の費用である。農村によって、費用や景品の需要が異なるの

で、CMC の判断で補充していく。 
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表 4.6 スタンプ制度にかかる費用 

 
出所) 国内・海外フィールドワークより筆者作成 

 

第 3 項 NGO の運営費  
  表 4.7 は NGO の運営費にかかる費用を表している。以下、それぞれの項目について説明

を行う。  

 

①人件費  

支援を行う CMC スタッフに対して支払う人件費である。ヒアリング調査を行った NGO

の税務表を参考に作成した。  

 

②賃貸料.  

CMC のオフィスの賃貸料及び維持費である。ヒアリング調査を行った NGO の税務表

を参考に作成した。 

 

③交通費  

支援農村の事前調査や政策実施などを行う上で、必要な交通費である。私たちの海外フ

ィールドワークでの交通費を参考にして 1 回の交通費をレンタカー1 台につき 6,500 円

とする。農村への事前調査を 6 回、政策実施(月１回)を 12 回、18 回農村を訪問する。その

ための費用を計上する。  

 

④事務費  

コピー代やネット費用等の、事務に係る雑費である。使用上限を月 1 万円とする 

 

⑤協調費 

 村長に 1 年間の協力についての謝礼金を支給する。 

 

表 4.7 NGO の運営費にかかる費用 

 
出所)国内・海外フィールドワークより筆者作成 
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以上より①すごろく教育にかかる諸費用 69,000 円、②スタンプ制度にかかる諸費用

393,500 円、③NGO の運営費 4,784,000 円項目の費用合計 5,246,500 円が政策提言に必要

な費用である。「日本 NGO 連携無償資金協力」による資金贈与は上限 5,000 万円であり、

この予算内に収まるため、政策は実現可能であるといえる。 
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おわりに 
 

本稿では ODA の活用を通じてどのようにカンボジアの妊産婦検診の受診率を向上させ

るか、ということを問題意識として、日本の ODA と NGO の連携による妊産婦検診の受

診支援をカンボジアで行うことを提言した。本稿の政策によって SDGs の目標 3 である「あ

らゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」が達成され、カン

ボジアの母子保健問題の解決につながる。  

本稿では ODA を有効活用した具体的な政策として、①すごろくによる妊産婦検診の情

報共有、②妊産婦扶助活動、③スタンプ制度の 3 本柱を掲げた。①すごろくによる妊産婦

検診の情報共有とは、すごろくの特性を利用して、地域女性に妊産婦検診についての情報

提供を行い、情報共有や意識改善を推進させる。②妊産婦扶助活動とは、地域女性らが妊

産婦に対して扶助を行うことで、妊産婦の家事、農業などの時間的負担を減らして、妊産

婦検診の受診を促すことである。③スタンプ制度とは、ODA を活用し①と②の両政策の参

加率向上のために行う。そして、村長や NGO の協力のもとで、地域女性に主体となってこ

れらの活動に参加してもらうことで、ODA の拠出や NGO の協力がなくても地域女性が自

発的に妊産婦検診を受診するようになり、妊産婦検診の受診率向上を目指す。ODA と 

NGO の各々の長所を最大限に生かし、効率的な資金の活用をしたものであるため、カンボ

ジアの母子保健問題の改善に対して有用であるものといえる。  

最後に、本稿の政策提言をもとに、日本がカンボジアの母子保健問題の改善を後押しす

ることで、カンボジアの母子保健問題が解決されることを私たちは願ってやまない。  
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